
上尾市身体障害者福祉センター管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。  

令和８年３月３０日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第４０号  

上尾市身体障害者福祉センター管理規則の一部を改正する規則  

上尾市身体障害者福祉センター管理規則（昭和６３年上尾市規則第１３号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第１項中「による許可」の次に「（条例第３条第２号に規定する施

設等の利用に係るものに限る。次項において同じ。）」を加え、「市長」を

「指定管理者（条例第１６条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）」

に改める。  

第３条中「（条例第１６条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）」

を削る。  

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。  

  



第 1号様式(第 2条関係) 

  

  受付

月日 月 日 

受付

番号 第  号 

※

太

線

の

中

だ

け

記

入

し

て

く

だ

さ

い 

上尾市身体障害者福祉センター利用(利用変更)許可申請書 

  

  

年  月  日 

  

 (宛先) 

     上尾市身体障害者福祉センター 

     ふれあいハウス指定管理者 

  

申請者(団体の場合は団体名・代表者名) 

  

住 所                    

  

氏 名          電話   ―    

  

  

  

 次のとおり利用(利用変更)したいので申請します。 

  

  

利 用 時 間 年 月 日( )午 
前

後 

 時 分 ～ 午 
前

後 

 時 分 

会 議 等 の 名 称 

  

利用人員 人 

利 用 目 的 

  

利 用 施 設 
 ・社会適応訓練室(1)   ・多目的室  ・その他 

(        ) 
 ・社会適応訓練室(2)   ・料理実習室 

利 用 の 条 件 

  

 



第 2号様式(第 2条関係) 

  許可

番号 
第  号 

上尾市身体障害者福祉センター利用(利用変更)許可書 

  

申請者                   

住 所                 

氏 名             様 

  

 次のとおり利用(利用変更)を許可します。 

      年  月  日 

  

上尾市身体障害者福祉センター 

ふれあいハウス指定管理者     印 

利 用 時 間 年 月 日( )午 
前

後 

 時 分 ～ 午 
前

後 

 時 分 

会 議 等 の 名称 

  

利用人員 人 

利 用 目 的 

  

利 用 施 設 
 ・社会適応訓練室(1)   ・多目的室  ・その他 

(     ) 
 ・社会適応訓練室(2)   ・料理実習室 

利 用 の 条 件 

  

 ※注意事項 1 この許可書は、利用の際必ず受付に示してください。 

       2 利用の取りやめ又は変更は、速やかに申し出てください。 

       3 利用時間は、必ず厳守してください。 

       4 利用を終了したときは、原状に回復してください。 



附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  


